
公立大学法人宮崎県立看護大学の業務の実績に関する評価実施要領

平成３０年 ３月２８日

宮崎県地方独立行政法人評価委員会決定

一部改正 平成３０年 ７月２７日

一部改正 平成３１年 ２月 ７日

一部改正 令和 ２年 ３月１８日

一部改正 令和 ２年 ９月 ８日

一部改正 令和 ６年 ２月２６日

１ 趣旨

、 （ 「 」 。） 、この要領は 宮崎県地方独立行政法人評価委員会 以下 評価委員会 という が

地方独立行政法人法（以下「法」という ）第７８条の２第１項に規定する、公立大学。

法人宮崎県立看護大学（以下「法人」という ）の業務の実績に関する評価を行うに当。

たり、必要な事項を定めるものである。

２ 評価の種類

評価委員会は次の３つの評価を行うものとする。

名 称 根拠 評価の対象 評価実施時期

年度評価 法第７８条の２第１ 毎事業年度における業務 当該事業年度の翌年度

項第１号から第３号 の実績

中間評価 法第７８条の２第１ 中期目標期間終了時に見 中期目標期間の最後の

項第２号 込まれる中期目標期間に 事業年度の前年度

おける業務の実績

期間評価 法第７８条の２第１ 中期目標期間における業 中期目標期間終了の翌

項第３号 務の実績 年度

３ 評価の基本方針

(１) 大学の教育研究の特性及び大学の自主性・自律性に配慮しつつ、法人の業務運営

の充実・改善に資するものとする。

(２) 評価に関する一連の過程を通じて、法人の教育及び研究並びに組織及び運営の状

況を分かりやすく示し、社会への説明責任を果たしていくものとする。

(３) 本県における看護教育・研究・研修の中核機関として、法人が実施する地域社会

と連携した取組等について、積極的に評価を行うものとする。

(４) 次期中期目標及び中期計画の検討・推進や法人の組織及び業務運営の見直し検討

に資するものとする。



４ 評価の方法

評価は、法人が、業務の実績及び自己評価を内容とする業務実績報告書（別添様式）

、 、 、を評価委員会へ提出し 評価委員会において 当該業務実績報告書を検証するとともに

項目別評価及び全体評価を行うことにより実施する。

５ 法人による自己評価

(１) 年度評価

ア 項目別評価

① 小項目別評価

法人は、年度計画に記載した個別の取組内容ごとの達成状況について、次のＡか

らＤの４段階で自己評価を行い、実施状況及び判断理由を記述する。

なお 目安となる判断基準とは異なる評価を行う場合 その理由を記述する 以、 、 。（

下、中間評価及び期間評価においても同じ）

評価区分 評 価 内 容 目安となる判断基準

Ａ 年度計画を上回って実施し 年度計画を原則すべて実施し、優れた成

ている 果又は実績が上がっている

Ｂ 年度計画を順調に実施して 年度計画を概ね８割以上実施し、成果又

いる は実績が上がっている

Ｃ 年度計画を十分には実施で 年度計画を６～７割程度実施している

きていない

Ｄ 年度計画を大幅に下回って

いる

② 大項目別評価

法人は、小項目別評価の結果を踏まえ、中期計画及び年度計画に定める次の５項

目（以下「大項目」という ）ごとに、当該事業年度における中期計画の進捗状況。

についての自己評価を記述する。

１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置

２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置

３ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置

４ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標を達成するための措置

５ その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置

イ 全体評価

法人は、項目別評価の結果を踏まえ、当該事業年度における業務実績全体につい

ての総合的な自己評価を記述する。



(２) 中間評価

ア 項目別評価

① 小項目別評価

法人は、中期計画に記載した個別の取組内容（以下「中期小項目」という ）ご。

との達成状況について、次のＡからＤの４段階で自己評価を行い、実施状況、今後

の取組予定及び判断理由を記述する。

評価区分 評 価 内 容 目安となる判断基準

Ａ 中期計画を上回って実施す 中期計画を原則すべて実施し、優れた成

ることが見込まれる 果又は実績が上がることが見込まれる

Ｂ 中期計画を順調に実施する 中期計画を概ね８割以上実施し、成果又

ことが見込まれる は実績が上がることが見込まれる

Ｃ 中期計画を十分には実施で 中期計画を６～７割程度実施することが

きないことが見込まれる 見込まれる

Ｄ 中期計画を大幅に下回るこ

とが見込まれる

② 大項目別評価

法人は、小項目別評価の結果を踏まえ、大項目ごとに、中期計画の進捗状況につ

いての自己評価を記述する。

イ 全体評価

法人は、項目別評価の結果を踏まえ、中期目標期間に見込まれる業務実績全体に

ついての総合的な自己評価を記述する。

(３) 期間評価

ア 項目別評価

① 小項目別評価

法人は、中期小項目ごとの達成状況について、次のＡからＤの４段階で自己評価

を行い、実施状況及び判断理由を記述する。

評価区分 評 価 内 容 目安となる判断基準

Ａ 中期計画を上回って実施し 中期計画を原則すべて実施し、優れた成

ている 果又は実績が上がっている

Ｂ 中期計画を順調に実施して 中期計画を概ね８割以上実施し、成果又

いる は実績が上がっている



Ｃ 中期計画を十分には実施で 中期計画を６～７割程度実施している

きていない

Ｄ 中期計画を大幅に下回って

いる

② 大項目別評価

法人は、小項目別評価の結果を踏まえ、大項目ごとに、中期計画の進捗状況につ

いての自己評価を記述する。

イ 全体評価

法人は、項目別評価の結果を踏まえ、中期目標期間における業務実績全体につい

ての総合的な自己評価を記述する。

６ 評価委員会による評価

(１) 検証

評価委員会は、法人から提出された業務実績報告書に基づき、中期計画・年度計

、 、画の実施状況や数値目標の達成状況 取組の過程等について法人から聴取等を行い

検証する。

(２) 年度評価

ア 項目別評価

評価委員会は （１）の検証の結果を踏まえ、大項目ごとに次のＶからⅠの５段、

階で総合的に評価を行うとともに、高く評価する点や、中期計画の達成に向けて取

組を強化すべき点等についての意見を記述する。

評価区分 評 価 内 容 目安となる判断基準

Ｖ 中期計画の達成に向けて年度計画を 評価委員会が特に認める場合

上回る実施状況にある

Ⅳ 中期計画の達成に向けて年度計画を 法人の自己評価が原則Ａ又はＢ

順調に実施している

Ⅲ 中期計画の達成に向けて年度計画を 法人の自己評価の概ね９割以上

概ね順調に実施している がＡ又はＢ

Ⅱ 年度計画を十分には実施できていな 法人の自己評価の概ね９割未満

い がＡ又はＢ

Ⅰ 年度計画を大幅に下回っている 評価委員会が特に認める場合

イ 全体評価

評価委員会は、項目別評価の結果を踏まえ、当該事業年度における業務実績全体

についての総合的な評価を記述する。



また、必要がある場合は、法人に対する業務運営の改善その他の勧告事項を記述

する。

(３) 中間評価

ア 項目別評価

評価委員会は （１）の検証の結果及び学校教育法（昭和２２年法律第２６号）、

第１０９条第２項に規定する認証評価機関の教育及び研究の状況についての評価

（以下「認証評価機関による評価」という ）を踏まえ、大項目ごとに次のＶから。

Ⅰの５段階で総合的に評価を行うとともに、高く評価する点や、取組を強化すべき

点等についての意見を記述する。

評価区分 評 価 内 容 目安となる判断基準

Ⅴ 中期目標・中期計画を上回って達成 評価委員会が特に認める場合

することが見込まれる

Ⅳ 中期目標・中期計画の達成が見込ま 法人の自己評価が原則Ａ又はＢ

れる

Ⅲ 中期目標・中期計画を概ね達成する 法人の自己評価の概ね９割以上

ことが見込まれる がＡ又はＢ

Ⅱ 中期目標・中期計画の達成に向けや 法人の自己評価の概ね９割未満

や不十分である がＡ又はＢ

Ⅰ 中期目標・中期計画の達成に向け業 評価委員会が特に認める場合

務の大幅な改善が必要である

イ 全体評価

評価委員会は、項目別評価の結果を踏まえ、中期目標期間に見込まれる業務実績

全体についての総合的な評価を記述する。

また、必要がある場合は、法人に対する業務運営の改善その他の勧告事項を記述

する。

(４) 期間評価

ア 項目別評価

評価委員会は （１）の検証の結果及び認証評価機関による評価を踏まえ、大項、

、 、目ごとに次のＶからⅠの５段階で総合的に評価を行うとともに 高く評価する点や

取組を強化すべき点等についての意見を記述する。

評価区分 評 価 内 容 目安となる判断基準

Ⅴ 中期目標・中期計画を上回って達成 評価委員会が特に認める場合

している

Ⅳ 中期目標・中期計画を達成している 法人の自己評価が原則Ａ又はＢ



Ⅲ 中期目標・中期計画を概ね達成して 法人の自己評価の概ね９割以上

いる がＡ又はＢ

Ⅱ 中期目標・中期計画を十分に達成し 法人の自己評価の概ね９割未満

ていない がＡ又はＢ

Ⅰ 業務の大幅な改善が必要である 評価委員会が特に認める場合

イ 全体評価

評価委員会は、項目別評価の結果を踏まえ、中期目標期間における業務実績全体

についての総合的な評価を記述する。

また、必要がある場合は、法人に対する業務運営の改善その他の勧告事項を記述

する。

７ 業務実績報告書の提出時期

法人は、業務実績報告書を６月末日までに評価委員会に提出する。

８ 評価方法の継続的な見直し

、 、 。この要領については 各評価の実施状況等を踏まえ 必要に応じて見直すものとする

９ その他

、 、 。この要領に定めるもののほか 評価の実施に必要な事項は 評価委員会が別に定める

附 則

この要領は、平成３０年７月２７日から施行し、平成２９年度の業務実績報告書に係る

評価から適用する。

附 則

この要領は、平成３１年２月７日から施行し、平成３０年度の業務実績報告書に係る評

価から適用する。

附 則

この要領は、令和２年３月１８日から施行し、令和元年度の業務実績報告書に係る評価

から適用する。

附 則

この要領は、令和２年９月８日から施行し、令和３年度に実施する評価から適用する。

附 則

、 、 。この要領は 令和６年２月２６日から施行し 令和６年度に実施する評価から適用する


